
 

 

 

 

 

今月に入り引越し運送業者名の入った緑ナンバーの大型トラックや、黒ナンバーの軽トラックを

見かけることが多くなりました。４月からの新しい生活のために転居をするという方も多いのでは

ないでしょうか。 

転居にあたっての今まで住んでいた賃貸アパートの退去の清算について、そして引越し運送契約

についてのトラブルをご紹介します。 

 

 

 

【事例１】賃貸アパートの原状回復 （２０代男性） 

 先日賃貸アパートを退去しました。１K の部屋で１０か月しか住んでいないのに約４０万円の原

状回復費用を請求されました。喫煙していたので、タバコによる汚損のハウスクリーニングと壁紙

貼替、エアコンクリーニングをするようです。とても払えないと不動産会社に申出たら、後日別業

者の見積りが届きました。見積額２９万円から敷金５万円を差し引いた２４万円でしたが、それで

も高額だと思います。 

 

＜助言＞ 

喫煙による汚損の原状回復費用は借主負担となることを説明しました。賃貸契約書を確認しても

らったところ、契約書にも借主の負担について明記されているとのこと。国交省原状回復ガイドラ

インを参考に、または県司法書士会賃貸トラブル解決支援センターへの相談をするなどして交渉す

るよう助言しました。 

 

＜ポイント＞ 

賃貸物件の退去費用については、国交省の原状回復ガイドラインが一般的な基準となります。 

① 原状回復とは借りた当時の状態に戻すことではない 

退去者が負担しなくていい損耗 

・経年による壁紙の黄ばみ ・畳の日焼け 

・家具設置によるフローリングのへこみなど 

退去者が負担すべき損耗 

・子供の落書き ・物をぶつけた損耗 ・タバコのヤニ汚れや焦げ跡、臭いなど 

・ペットによるひどい傷や汚れ 

➁ 故意・過失によって傷つけた個所は、新品価格を負担しなくて良い 

   残存価格で負担する＝耐用年数に基づいて残存価格で賠償する  

   「耐用年数」で全部決まっている 
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➂ 故意・過失によるものでも壊れた個所を負担するだけでよい 

   壁紙やフローリングは損傷個所のみ。全面貼替の負担は不要。最大１面まで 

   基本は平米単位、その境目はケースバイケース。新品価格ではなく残存価格 

 

ペット飼育可の物件において、ペットによるひどい傷や汚れについては経過年数を考慮せず賃借

人負担とするといった特約や、喫煙によるヤニでの変色や臭いがひどい時についても、経過年数を

考慮せず賃貸人負担とするといった特約が設けられている場合があるようですので、契約前によく

確認しておくことが重要です。 

退去費用についての家主あるいは不動産業者とのやり取りは、口頭だけにならないようメールや

書面に残しましょう。納得いかない場合はサインを待ってもらい、消費生活センターや県司法書士

会などへの相談をしましょう。 

 

【事例２】引越し運送の見積り （７０代女性） 

 他県に住む娘が孫の転居のため、引越し業者と３万８千円で電話で契約しました。運んでもらう

家具の大きさを口頭で伝えただけで金額が決まり、安いと思い口頭のみでの契約となったそうです。

しかし、娘が口頭のみでの契約に不安を感じ断ろうと電話をしたところ、外国語の音声ガイダンス

が流れるのでどうしたらいいかわからないと言っています。 

 

＜助言＞ 

消費生活センターから相談者控えの電話番号に電話したところ、やはり外国語の音声ガイダンス

が流れましたが留守番メッセージを残すことが可能なようでしたので、折り返しの電話があるのか

もしれません。契約当事者からの相談ではないため、詳しい内容が不明。当事者のお住いの地域の

最寄の消費生活センターへ本人から相談されるよう案内しました。契約は口頭でも成立するため、

原則的には一方的な理由での解約はできないことを説明しました。 

 

＜ポイント＞ 

最近はインターネットを活用したリモート見積りが多くなってきています。また、消費者の中に

は電話だけの見積りを希望する方もいます。しかし、見積り担当者が直接荷物を見ることなく見積

りを出す場合、荷物の内容を的確に把握することが困難な場合が多く、トラブルになることが多い

ようです。引越し運送事業者に訪問してもらい、適正な見積書および引越約款を書面で受け取るよ

うにしましょう。 

 

☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・☆・・・  

 消費生活相談関連のご案内【令和７年４月分】  

相談内容 開催日 

無料弁護士法律相談 

≪予約制≫ 

令和７年４月１１日（金）、２５日（金） 

１０：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

予約は令和７年４月１日（火）午前８時３０分から受付を開始します。 

市民活動政策課 TEL：０９６５-３３-４４８２までお電話ください。 

 


